
 

                        平成 30 年 6 月 4 日 

四国グローバルリーガルセンター・セミナー 

治療が必要な薬物依存者への社会内での再犯防止対策を考える 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

日本では、再犯防止対策が喫緊の課題とされ、薬物事犯の再犯の多さは特に大きな課題とされています。薬物

事犯者については、刑務所に収容して処罰するだけではなく、2年前に開始された刑の一部執行猶予制度開始後、

保護観察制度での社会内処遇の重要性が改めて認識されるようになってきました。 

今回のセミナーでは、大麻使用に関しては処罰しないなど独自の寛容な政策をとっているオランダの法制度と

処遇、日本における現状と社会内での制度や治療について、四名の講師をお迎えしてご講演いただき、治療が必

要とされる薬物依存者に対して、社会の中でどのように対応して再犯を防止するのか、ということについて考え

ていきたいと思います。 

 

■「治療が必要な薬物依存者への社会内での再犯防止対策を考える」 

■日 時：平成 30 年 6月 30 日(土) 15:00～18:00 

■場 所：南 6号館第１講義室 

      香川県高松市幸町 2-1（香川大学幸町南キャンパス） 

     ※詳しい場所は香川大学ホームページをご参照下さい。 

     ※駐車場はございませんので、公共交通機関などでご来場ください 

■講演者：平野 美紀氏(香川大学法学部教授) 司会・通訳 

      ◆我が国における再犯防止と薬物事犯に対する刑の一部執行猶予制度 

     ルーカス･ノヨン氏(オランダ･ライデン大学法学部講師) 

      ◆オランダにおける薬物政策と社会内処遇 

        ※講演は英語ですが通訳が入ります 

     原尾 巧子氏(高松保護観察所次長) 

      ◆薬物依存者に対する再乱用防止プログラム等について 

     黒田 治氏(東京都立松沢病院精神科部長) 

      ◆物質使用障害の治療 

        －東京でもっとも多忙な精神科病院に勤務する精神科医の視点から－ 

■お申込み方法： ※お申込み期限：平成 30 年 6月 28 日(木)16 時 

(1)ＦＡＸ：お申込み用紙をホームページよりダウンロードのうえ、087-832-1940 まで   

  (2)受講申し込みフォームよりお申込み：https://www.sglc.kagawa-u.ac.jp/notice/1236.html 

  (3)e-Mail：メールタイトルを「６月３０日受講希望」とし氏名､住所､連絡先 

        を記載の上 assistants@ls.kagawa-u.ac.jp 宛に送信ください 

  (4)ＴＥＬ：087-832-1776(受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～16:00) 

■主 催：香川大学四国グローバルリーガルセンター 

News Release 

 お問い合わせ 

香川大学 四国グローバルリーガルセンター 

TEL：087-832-1776 【受付時間】10:00～16:00 (土・日・祝日休業) 

FAX: 087-832-1940 (24 時間受付) 

Mail：assistants@ls.kagawa-u.ac.jp (24 時間受付) 

HP: https://www.sglc.kagawa-u.ac.jp/ 
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治療が必要な薬物依存者への
社会内での再犯防止対策を考える

治療が必要な薬物依存者への
社会内での再犯防止対策を考える

平成30年6月30日(土)
　　　　　15:00 ～ 18:00
南6号館1階 第1講義室　　　香川大学幸町南キャンパス内

四国グローバルリーガルセンター・セミナー

※駐車場はございませんので、公共交通機関などをご利用ください

定員 60名・参加無料
※要受講申込み※

※お申し込み方法は裏面をご覧ください

◆お問合せ◆
　国立大学法人香川大学 四国グローバルリーガルセンター
　　高松市幸町 1-1( 幸町北キャンパス内 )
　　TEL：087-832-1776/FAX：087-832-1940
　　E-mail：assistants@ls.kagawa-u.ac.jp
       HP：http://www.sglc.kagawa-u.ac.jp/

講演者

ルーカス･ノヨン氏 (オランダ･ライデン大学法学部講師 )
◆オランダにおける薬物政策と社会内処遇

平野 美紀氏 (香川大学法学部教授 ) 司会・通訳
◆我が国における再犯防止と
　　　　　　　　薬物事犯に対する刑の一部執行猶予制度

※講演は英語ですが通訳が入ります

黒田　治氏 (東京都立松沢病院精神科部長 )
◆物質使用障害の治療
　  －東京でもっとも多忙な精神科病院に勤務する精神科医の視点から－

原尾 巧子氏 (高松保護観察所次長 )
◆薬物依存者に対する再乱用防止プログラム等について



平野 美紀氏 (香川大学法学部教授 ) 司会・通訳
◆我が国における再犯防止と
　　　　　　　　薬物事犯に対する刑の一部執行猶予制度

FAX:087-832-1940　四国グローバルリーガルセンター宛

会社･団体：

所属･役職：

氏名：

氏名：

氏名：

氏名：

住所：

電話： FAX：

e-mail：

●６月３０日セミナー受講申込書●●６月３０日セミナー受講申込書●

【お問合せ】
　香川大学 四国グローバルリーガルセンター
　　　高松市幸町 1-1( 香川大学幸町北キャンパス内 北５号館１階 )
　　　　TEL:087-832-1776( 受付時間 : 平日 10:00～12:00、13:00～16:00)
　　　　e-Mail：assistants@ls.kagawa-u.ac.jp　HP：https://www.sglc.kagawa-u.ac.jp/

【お申込み方法】
　①ホームページから：https://www.sglc.kagawa-u.ac.jp/
　②ＦＡＸ：下記申込書に必要事項をご記入の上、FAX にて申込ください
　③e-Mail：メールタイトルは「6月 30 日受講申込」とし会社･団体名､氏名､住所､
　　　　　   連絡先を記載の上 assistants@ls.kagawa-u.ac.jp宛に送信ください
　④ＴＥＬ：087-832-1776( 受付時間：平日 10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00)

※申込締切：平成30年6月28日 (木)

参加申込みよりご提示いただきました個人情報は、当講座に関するご連絡、参加者名簿などの運営上必要な場合にのみ使用します。個人情報の取扱について


